
能代市告示第９号 

 

 能代市米加工品製造業緊急支援事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

 

  令和８年１月２２日 

 

能代市長  齊 藤 滋 宣    

 

   能代市米加工品製造業緊急支援事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、原料米の価格高騰の影響を受ける米加工品製造業者の経営安定

化を図るため、予算の範囲内で交付する能代市米加工品製造業緊急支援事業費補助

金（以下「補助金」という。）に関し、能代市補助金等の交付に関する規則（平成

１８年能代市規則第４５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「米加工品」とは、米を原材料として製造する菓子、味噌

等の加工品及び清酒をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 

（１） 米加工品の製造を業とする者 

（２） 市内に主たる拠点を有し、令和７年９月１日時点において１年以上事業実 

績がある者 

（３） 自ら原料米の仕入れ及び米加工品の製造を行っている者 

（４） 市税の滞納がない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、別表に定める種類ごとに算出する令和７年９月から令和８

年８月までの間に仕入れた原料米と令和６年９月から令和７年８月までの間に仕入

れた原料米の１俵当たりの仕入れ平均単価の差（以下「高騰額」という。）に、令

和７年９月から令和８年８月までの間に仕入れた原料米の俵数を乗じて得た額の合

計額とする。 

２ 高騰額の上限額は、別表に定める基準額（以下「基準額」という。）とする。 

３ 特別な事情により高騰額の算出が困難であると市長が認めた場合は、当該算出が

困難である原料米の基準額を当該算出が困難である原料米の高騰額とみなし、補助



対象経費を算定するものとする。この場合において、補助対象者は、当該特別な事

情を明らかにした書面を提出するものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，００

０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

（交付申請） 

第６条  補助金の交付を受けようとする者は、能代市米加工品製造業緊急支援事業費

補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、令和８年１２月３１

日までに市長に提出しなければならない。 

 （１） 事業概要が分かる書類 

（２） 補助対象経費計算書（様式第２号） 

（３） 補助対象経費を明らかにする書類 

（４） 本市の区域内で事業を営んでいることが分かる書類 

（５） 市税等の滞納がないことの証明書 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付す

ることが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の決定をしたときは、能代市米加工品製造業緊急支援事業費補助金

交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付 

して、能代市米加工品製造業緊急支援事業費補助金不交付決定通知書（様式第４号） 

により、当該申請者に通知するものとする。 

４ 補助金の交付は、補助対象者につき１回を限度とする。 

（請求及び交付) 

第８条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、能代市米加工品製造業緊急支援事業費補助金交付請求書（様式第５号）

を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等) 

第９条  市長は、規則第１５条に規定するもののほか、交付決定者が偽りその他不正

の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助

金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（実績報告） 



第１０条  規則第１２条に規定する実績報告については、規則第２１条の規定により

省略するものとする。 

（補助金等の額の確定） 

第１１条 規則第１３条に規定する補助金等確定通知書については、同条ただし書の

規定により、交付決定通知書をもって代えるものとする。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年１月２２日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表（第４条関係） 

種類 基準額 

酒造好適米 １４，１５０円 

加工用米 １１，０００円 

主食用米  １１，２００円 

 


